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１【提出理由】

　平成25年11月18日開催の当社取締役会において、公募による新株式発行（一般募集）並びに当社株式の売出し（引受人の

買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議いたしました第三者割当による新株式発行

（以下「本第三者割当」といいます。）に関し、割当先である野村證券株式会社より平成25年12月20日付で発行予定株式数

の全部につき申込みを行う旨通知があり、これにより当社の主要株主に異動が見込まれますので、金融商品取引法第24条の

５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の規定に基づき、本報告書を提出するものでありま

す。

 

２【報告内容】

主要株主の異動

(1）当該異動に係る主要株主の名称

主要株主でなくなるもの

有限会社アイ・コーポレーション

 

(2）当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権の数に対する割合

 所有議決権の数 総株主等の議決権の数に対する割合

異動前 16,510個 10.07％

異動後 16,510個 9.96％

　（注）１．異動前の「総株主等の議決権の数に対する割合」は、平成25年12月19日現在の発行済株式総数16,977,600株か

ら、議決権を有しない株式数582,100株を控除した総株主等の議決権の数163,955個を分母として計算しておりま

す。また、異動後の「総株主等の議決権の数に対する割合」は、平成25年12月19日現在の発行済株式総数

16,977,600株に、本第三者割当に伴い増加する180,000株を加えた上で、議決権を有しない株式数582,100株を控

除した総株主等の議決権の数165,755個を分母として計算しております。

２．「総株主等の議決権の数に対する割合」については、小数点第三位を四捨五入しております。

 

(3）当該異動の年月日

平成25年12月25日

（注）　平成25年12月25日を払込期日とする本第三者割当に伴い、議決権を有する株式数が180,000株増加し、議決権個

数が1,800個増加することによる主要株主の異動であります。

 

(4）その他の事項

本報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数

資本金の額　　　　　　　　　 3,472,751千円

発行済株式総数　普通株式　　16,977,600株

 

以上
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